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名古屋市緑政土木局測量業務委託成績評定要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、緑政土木局において施行する測量業務委託の成績評定（以下「評定」  

という）について、必要な事項を定め厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって受託人を

適正に評価・指導育成することにより、測量業務委託の技術水準の向上に資するとともに、

適正かつ効率的な業務の促進を図ることを目的とする。 

 

（評定の対象） 

第２条 評定は、原則として１件の最終契約金額が２００万以上の委託について行うものと

する。ただし、緑政土木局長が業務委託の規模または性質により、その必要がないと認め

たものにあってはこの限りでない。 

 

（評定の内容） 

第３条 評定は、業務委託の施行状況、成果品の品質等の評価について行うものとする。 

２ 評価項目は、次のとおりとする。 

  （１）業務の着手段階 

  （２）業務の実施段階 

  （３）業務の成果品 

  （４）取組姿勢 

  （５）法令遵守等 

 

（評定者） 

第４条 前条第１項の評定を行う者（以下「評定者」という）は、担当監督員・主任監督員

・総括監督員及び検査員とする。ただし、出来高検査は検査員のみとする。 

 

（評定の方法） 

第５条 評定は、監督、検査、その他必要な事項について、業務委託ごと、評定者ごとに独

立して的確かつ公正に行うものとする。 

２ 評定は、業務委託成績採点の考査項目の細目別評点採点表（以下「採点表」という）（様

式１－１，１－２）及び業務委託成績評定理由書（以下「理由書」という）（様式１－３）

考査項目別運用表（以下「運用表」という）（様式２～５）を作成して行うものとする。

ただし、評定の方法は、緑政土木局総合システムにより行うものとする。 

 

（評定の時期） 

第６条  業務委託の担当監督員、主任監督員及び総括監督員は、当該業務委託の完了検査実 

施前に入力する。 

２ 運用表の考査項目のａ，ｄ，ｅの評定をした監督員及び検査員は、当該理由書に入力する。 

３ 検査員は、当該業務委託の出来高検査及び完了検査後に、運用表に入力する。 

４ 前項の入力後、検査員は採点表及び理由書を出力し、所属長に報告後、担当監督員の所

属する課公所の長に送付する。 
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５ 検査員は、出力された採点表の評定点の合計が６０点未満（以下「不良業務委託」とい

う）であった場合は、速やかに技術指導課に連絡するものとする。 

 

（評定の通知） 

第７条 担当監督員の所属する課公所の長は、検査員より採点表及び理由書の送付を受けた

ときは、速やかに当該業務委託の受託人に対して、成績評定通知書（様式１－４）を交付

するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条第５項に規定する不良業務委託があった場合には、当該

業務委託の受託人に成績評定通知書を交付するものとする。 

３ 成績評定通知書の交付を郵便により行う場合は、配達証明又は簡易書留を用いることと

する。 

４ 成績評定通知書の交付を郵便により行った場合において、受取人の所在不明、受け取り

の拒否その他の事由により当該通知書が返送されたときは、当該通知書を交付したものと

みなすことができる。 

             

（受託人に対する指導） 

第８条 技術指導課長及び担当課公所の長は、評定の結果、不良業務委託となった受託人に

対して、評定の内容を説明し、改善のための指導を行うものとする。 

２ 受託人は、指導当日に受託人の意見書（別紙）を提出することとする。 

３ 受託人は、評定に疑義が生じた場合は第９条第１項により説明を求めることができる。 

４ 前項の規定により説明請求を行った場合は、第２項の受託人の意見書（別紙）の提出は

要さないものとする。 

５ 前２項の場合において、第１項の改善の為の指導は説明請求の前後のいずれにおいても

行うことができるものとする。 

 

（評定の説明請求） 

第９条 受託人は、市長に対し、第７条の通知を受けた日から起算して土・日・祝日等の名

古屋市の休日を定める条例第２条に規定する休日（以下閉庁日という。）を除く１０日以

内に評定の内容について書面（様式１－５）にて説明を求めることができる。ただし、前

条に該当する場合はこの限りではない。 

２ 技術指導課長は、前項の規定により説明を求められた場合、すみやかに業務委託成績評

定に係る説明書（様式１－６）により回答するものとする。 

 

（評定の再説明請求） 

第１０条 受託人は、前条第２項の説明に不服があるときは、市長に対し、説明を受けた日

から起算して閉庁日を除く１０日以内に書面（様式１－７）により再説明を求めることが

できる。 

２ 技術指導課長は、前項の規定により再説明を求められた場合、すみやかに別に定める審

査委員会の審議を経て、業務委託成績評定に係る再説明書（様式１－８）により回答する

ものとする。 
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（評定の修正） 

第１１条 技術指導課長及び担当課公所の長は、評定の結果を通知した後、別に定める基準

の期間内に事故等により瑕疵が判明した場合、あるいはその他の理由により当該評定 を

修正する必要があると認められる場合には、評定を修正することができるものとする。 

評定を修正した場合には、遅滞なくその結果を、当該業務委託の受託人に通知するものと

する。 

 

（評定の公表） 

第１２条 第７条により通知した評定結果を、契約担当課の窓口にて公表するものとする。 

 

（その他） 

第１３条 この要領の実施についての必要事項は別に定める。 

 

 

 

 附 則  

この要領は平成１８年４月１日から施行する。 

 附 則  

この要領は平成２９年４月１日から施行する。 

 附 則  

この要領は平成３１年４月１日から施行する。 

 附 則  

この要領は令和３年４月１日から施行する。 

 附 則  

この要領は令和６年４月１日から施行する。 

 附 則  

この要領は令和７年４月１日から施行する。 

 


























